
令和７年度第２回静岡市障害者施策推進協議会 

 

 

日時：令和８年１月20日（火）午後２時00分から 

場所：静岡市駿河区役所３階 大会議室 

 

 

次 第 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 議題 

（１）障がいのある人の社会参加の支援について 資料１－１、資料１－２ 

 

（２）障がいのある人への差別の解消に向けた取組について 資料２－１、資料２－２ 

 

（３）その他 

 

３ 閉会 



障がいのある人の社会参加支援について

障がい福祉に関する制度は時代とともに変化を続けており、現代においては「共生」という考えのもと、各種政策・施策

が進められています。そして、本市においても、その考えに基づき障がい福祉施策を推進しています。

そのような状況の中、昨年から、静岡市の市政運営の最も基本となる計画である「第４次静岡市総合計画」の見直しを
始めており、それを契機として、本市における各種政策の見直しを進めているところです。見直しの中では「共生のまち」の

実現に向けた課題のひとつとして、これまで主に取り組んできているきめ細かなサービス提供体制の強化等に加え、福祉的
な視点にとどまらず、広く余暇活動を通じて社会参加しやすい環境づくりを進める視点が新たに必要と整理し
ています。

１．はじめに

1

社会参加 理解促進

障がいのある人と障がいのない人が
関わる機会の増加

参加しやすい基盤の更なる整備

共生社会の実現

資料１－１



これまで、静岡市では、主に福祉サービス等の体制整備による支援体制の整備を進めてきました。

「共生のまち」実現に向けた指標として、市民アンケート調査により「地域における共生が進んでいると思う人の割合」を
調べると、その数値は概ね15％程度で横ばいとなっています。また、障がいのない人用の調査では、障がいのある人との関わ
りがある人は共生が進んでいると感じる割合が高いという結果が得られました。

このことから、共生のまちを目指すうえで、障がいのある人と障がいのない人が関わる機会を増やすことが必要だと考えら
れます。

２．現状の整理
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図１ 地域における共生が進んでいると思う人の割合の
経年変化

図２ 地域における共生が進んでいると思う障がいの
ない人の割合（令和４年度）
※障がいのあるひととの関わり状況別



障がいのある人と障がいのない人が関わる機会を増やすためには、障がいのある人の社会参加を支えることが重要です。

主な社会参加の手段として以下のとおり分類したうえで、それぞれの状況の把握や、取組の推進をしていくことを予定して
います。

それに先立ち、本日、委員の皆様から、障がいのある人の社会参加を支えるうえでどのような取組をしていくべきか、ご意
見をいただきたいと考えています。

３．これからの方向性の検討

3

社会参加

就労

保育・教育

スポーツ

文化芸術

イベント等

・就労選択支援制度を含む福祉サービスの提供体制整備【継続】

・インクルーシブ保育・教育の推進【継続】
・アンケート調査による保護者・きょうだい児の困りごとに関する実態の把握【拡充】

・アンケート調査によるスポーツの実施状況に関する実態の把握【継続】
・庵原エリアにおけるユニバーサルスポーツの聖地化に向けた取組【新規】

・アンケート調査による文化芸術活動の実施状況に関する実態の把握【新規】

・アンケート調査による市主催イベント等への参加に関する実態の把握【新規】
・市が主催・共催するイベントに関する庁内調査（対応状況の把握と配慮対応の周知）【新規】

※これらの個別の取組に加え、バリアフリー化・ＵＤ化や情報アクセシビリティの向上を推進します。
※アンケート調査等により実態を把握した課題については、結果を分析したうえで、具体な対応を検討・推進していきます。



資料１－２
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障がいのある人への差別の解消に向けた取組について 

  
 今回の障害者施策推進協議会においては、「障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営
に関するガイドライン」により示されている障害者差別解消支援地域協議会の所掌事務で
ある「障害者差別の解消に資する取組の共有・分析」として、令和６年度の取り組み状況等
を報告します。 
 
（障害者差別解消支援地域協議会の所掌事務） 

・複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有 
・関係機関が対応した相談に係る事例の共有 
・障害者差別に関する相談体制の整備 
・障害者差別の解消に資する取組の共有・分析 
・構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し 
・障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発 
・個別の相談事案に対する対応 

 
 
【障害者差別の解消に資する取組の共有・分析】 
１ 障がいを理由とする差別の解消についての啓発活動 

(1) 障害者週間における啓発活動 
・葵区、駿河区、清水区において街頭啓発(12 月) 

(2) イベントへのブース出展による啓発活動 
・SDGｓコレクションへのブース出展(１月) 

(3) 市民向けの周知・啓発活動 
・市政出前講座 申込団体４グループ 163 人参加 

 
 
２ 行政機関の差別的取扱い禁止と合理的配慮の提供義務 

(1) 職員向けの周知・啓発 
職員が仕事を進めるうえでの手引きとして、 

  「静岡市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」及び 
「静岡市職員のための障がいのある人への配慮マニュアル」を業務掲示板に常設 
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【関係機関が対応した相談に係る事例の共有】 
３ 障がいのある人やその家族等からの相談への的確な対応と紛争の防止又は解決を 

図るための体制の整備 
(1) 相談体制の整備 

相談窓口：障害福祉企画課、精神保健福祉課、静岡市障害者協会 
(2) 障がいのある人やその家族からの相談受付 

・相談件数 
年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

相談件数 ４件 10 件 34 件 24 件 21 件 
指導・勧告等 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

※指導・勧告等は、事業者等が法に反した取り扱いを繰り返し、自主的な改善を期待す
ることが困難な場合などに行います。令和２年度〜令和６年度の相談内容については、
事業者等への連絡や説明等により対応改善等が図られているため、０件となっています。 
 
令和６年度内訳 

区分 
不当な差別的 

取り扱い 
合理的配慮の 

不提供 
その他 計 

地方公共団体による ２ ６ ０ ８ 
民間企業による ３ ８ ０ 11 
その他 ０ １ １ ２ 

計 ５ 15 １ 21 
前年度比：全体相談件数 12％減 

 
参考：令和５年度内訳 

区分 
不当な差別的 

取り扱い 
合理的配慮の 

不提供 
その他 計 

地方公共団体による ３ 0 ２ ５ 
民間企業による 11 ４ １ 16 
その他 １ １ １ 3 

計 15 ５ ４ 24 
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  【相談内容・対応事例】 
○ 相談者：本人（身体障がい者）相談分野：民間企業（バス送迎利用） 

 

相談の概要 対応
その後の状況・結果

(具体的に）

（県外の車いす利用者からの相談）
・相談者はスポーツ観戦のため静岡市
へ訪れた。
・所在地が静岡市にあるスポーツ団体
が運営するシャトルバスに乗った時
に、「合理的配慮の提供」がなかったこ
とについての相談。
・シャトルバスに乗る際、車いすをバス
の荷物スペースに入れ、相談者は、バ
スのステップを這って席まで移動し
た。
・車いすのまま移動できる低床バスの
導入や地元バス企業への委託等、合
理的配慮の提供をしてほしい。

・市民の声に、障害者差別解消法の
相談として受けた。
・相談者へ電話連絡し、内容の確認を
行った。
・相談者は、静岡市が間に入り調整す
ることを希望するため、相談者の個人
情報を含め相談内容について、関係
機関と話し合った。
・相談者の居住地へ情報提供（本来
は居住地の相談窓口が対応するた
め）
・居住地相談窓口と話し合い、事業者
の所在地が静岡市であるため、状況
の想定がし易い静岡市で対応すること
にした。
・事業者へ連絡、その時の対応方法
等について状況確認を行った。
・相談者がシャトルバスに乗るときに
這って席まで移動した、ことについて
は、運転手が席まで介助した経緯を
確認した。
・事業者の「障害者差別解消法の合
理的配慮の提供が義務化された」こと
については、認識がなかったため、内
容を説明した。今後、事業者として意
識を高めたいとのこと。
・ただ、相談者が望む低床バスの導入
や、他業者への委託は難しい。（過重
な負担）

・相談者は、今後も静岡市に
あるスポーツ団体を応援した
い気持ちがあり、バスへの乗
車も考えている。
・市から事業者へ　①
「バスの仕様変更となると事業
者の負担も大きいため、すぐ
に対応できなくても合理的配
慮の不提供にはならない。そ
のことを相談者に説明した方
がいい。
・市から事業者へ　②
「バスの運転手の介助があっ
ても、相談者が受けた思いが
今回の相談となっていることを
理解してほしい。」
・市から事業者へ　③
相談者と事業者の建設的対
話として、「相談者にどんな方
法で介助を受けられたら、バ
スの座席までの移動が少しで
も楽になるのか、本人の希望
を聞いて検討してほしい。」
事業者として対応可能であれ
ば解決できるのではないかと
伝えた。
・事業者と相談者の対話によ
り事案は終結した。



障害者差別解消支援地域協議会 事例検討  

障害者差別解消相談窓口担当者が、障がいのあるこどもを育てている両親から、「障害
者差別ではないか」という話を聞いた。 

 
担当者が聞き取った次の記録を踏まえて、今後の対応について検討してください。 

 
【相談内容】 
○クラシック音楽が好きな自閉スペクトラム症のこどもがいる。 
〇知的障害としては軽度で、言語でのコミュニケーション可能だが、感情のコントロール

は苦手で喜怒哀楽に大きなお声が伴いがち。 
〇クラシックコンサートも、自閉スペクトラム症の行動特性はありつつも基本的に静かに

聴くことができるものの、クラリネットが特に好きで、ソロパート等があると喜んで大
声をだしてしまう。 

〇市外の都道府県立ホールで本人が以前に気に入った楽団が公演をするということで、両
親がチケットを購入するために現地へ出向いた。 

〇当該ホールはやや古い建物で、観客席のバリアフリー化は対応しているものの、防音が
施されたファミリールームのような部屋はなく、防音されているのは調音室、調光室の
ようなスタッフが使用する部屋のみであった。 

〇両親が公演当日の演目を確認したところ、クラリネットのソロが含まれる作品であるこ
とが判明したため、受付でこどもの状態を話して合理的配慮の提供を求めたが、逆に、
本人の状態を理由に（自閉スペクトラム症の特性＝発達障害であることを理由に）チケ
ットの販売を断られた。 

 
 
【検討に当たっての視点】 
① 当該案件は、不当な差別的取扱いに当たると思いますか。 

判断理由を添えてください。 
② 当該案件の対応を進めるために、誰に対して、どのような情報を追加で収集します

か。「誰（どこ）」と「どのような」を明確にしてください。 
③ 当該案件において合理的配慮が少しでも提供できるようにするためには、どのように

建設的対話を促すことが考えられますか。アイディアレベルでも良いので具体例を挙
げてください。 

④ 当該案件に対してどのような働きかけをしたらいいと思いますか。 
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